
燕・弥彦総合事務組合告示第１３号 

 

一般競争入札の実施について 

 

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３４条第１項及び燕・弥彦総合事務組合財務規則(平

成１８年規則４２号)第１３９条第１項の規定により一般競争入札を実施します。 

 

平成２３年 ５ 月１８日 

燕・弥彦総合事務組合 

管理者 燕市長 鈴 木  力 

 

１ 入札に付する事項 

 （１）工事名          燕・弥彦総合事務組合環境センター 廃棄物処理施設の基幹的設

備改良事業 流動床炉長寿命化工事第２期工事 

 （２）工事場所       燕市 吉田吉栄７７７番地 地内 

 （３）工期又は履行期限   平成２７年３月２０日 

 （４）工  種       清掃施設工事 

 （５）工事概要       別記「発注仕様書」のとおり 

 （６）予定価格       事後公表 

 （７）最低制限価格     設定しない 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格事項 

   この工事は、以下の資格要件をすべて満たすものとする。 

 （１）公告日現在において、平成２３・２４年度燕・弥彦総合事務組合建設工事等入札参加登

録者名簿の当該工種に登録・認定されている者。 

 （２）公告日現在において、廃棄物処理施設（ごみ処理施設）基幹的設備改良事業長寿命化工

事の元請人（共同企業体の場合は代表者に限る。）として契約実績のある者。 

 （３）公告日現在において、平成１８年４月１日以降に、地方公共団体発注の一般廃棄物処理

施設で１炉あたり３９ｔ/１６時間以上、２炉以上の処理能力を有するごみ焼却施設のプ

ラント工事（改造又は補修工事に限る。）を元請人（共同企業体の場合は代表者に限る。）

として完成した実績のある者。 

 （４）本件工事の公告の日から入札日までの期間において、新潟県知事及び燕・弥彦総合事務

組合管理者から指名停止の行政処分を受けていない者。 

 （５）本件工事を施工できる資格者を配置できる者。 

 

３ 入札に関する事項 

 （１）落札者が万一契約をしない場合は、これによって生じる損害の賠償を本組合は落札者に    

求めることができるとする。 



 （２）入札に参加する者に必要な資格がない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とする。 

 （３）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額の１００分の５に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって

落札価格とするので入札参加者は、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入

札書に記載すること。 

 （４）開札は入札終了後直ちに行い、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をし

た者を落札者とする。 

 （５）代理人が入札する場合は委任状を提出すること。 

 （６）入札保証金   免除する。 

 （７）契約保証金   燕・弥彦総合事務組合財務規則第１４２条による。 

 （８）前金払     請求できる。 

 （９）部分払     請求できる。 

 （10）契約の締結    契約の締結については、燕・弥彦総合事務組合議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条に基づく燕・弥彦

総合事務組合議会の議決を要する契約であるので、議会の議決があっ

たときに本契約とする旨の内容の仮契約を締結する。 

 （11）支払い限度額  本工事は４か年の継続工事であるので、年度毎の支払い限度額を設定

する。 

 （12）工事費内訳書  入札時に提出する。 

 

４ 入札日時及び入札場所 

    平成２３年６月３日（金）午後２時１５分 

   燕・弥彦総合事務組合防災センター２階 情報連絡室 

 

５ 入札参加申し込みに必要なもの 

 （１）一般競争入札参加申請書（別記第１号様式）二部（原本及び写し各一部） 

 （２）契約及び施工実績を確認できる書類（工事カルテ技術データ、契約書（写）等） 

 

６ 申込みの締切り 

    平成２３年５月２６日（木）正午まで 

    （参加申請書類は直接、事務局へ持参すること。） 

 

７ 参加資格の確認の通知 

  決定後、平成２３年５月２７日（金）午後５時までにＦＡＸにより入札参加資格審査結果通

知書を送信する。なお、その原本については後日、郵送する。 

 

 



８ 設計図書等の質問・回答 

 （１）質問は、平成２３年５月２６日（木）午後５時まで、質問書（任意様式）を事務局へ持

参するか又は、ＦＡＸにより送信すること。ＦＡＸにより送信する場合は、事前に事務局

まで電話連絡を行うこと。 

 （２）回答については、平成２３年５月３０日（月）までにＦＡＸで回答をする。 

 

９ その他 

 （１）この公告に定めるもののほか、入札の実施については、燕・弥彦総合事務組合財務規則

等の関連する法令及び規則等の定めるところによる。 

 （２）入札参加申請に要する一切の費用は、申請者の負担とする。 

 （３）提出された入札参加申請書類等は、入札参加資格審査以外の目的に使用しない。 

 （４）提出された入札参加申請書類等は返還しない。 

 （５）設計図書等の閲覧（貸し出し）、参加申請書の提出及び問い合わせ先 

    〒959-0248 新潟県燕市吉田浜首４０８－１ 

    燕・弥彦総合事務組合事務局財政係 

電   話（代表）0256-92-1119 

    ファックス 0256-92-1129 

 

 

 


